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○小山市トライアル雇用奨励金交付要綱 

平成２２年３月３１日 

規程第２２号 

改正 平成２３年７月１日規程第４４号 

平成２６年６月３日規程第２９号 

（目的） 

第１条 この要綱は、国が行う試行雇用奨励金制度（以下「国制度」という。）に

基づく試行雇用（以下「トライアル雇用」という。）をした事業主に対し小山市

トライアル雇用奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することにより、市内

の労働者の雇用の安定及び促進を図ることを目的とする。 

（奨励金の交付） 

第２条 市は、次条に規定する労働者（以下「対象労働者」という。）を新たにト

ライアル雇用をした奨励金の交付対象となる事業主（以下「対象事業主」という。）

に対し、予算の範囲内で、この要綱に定めるところにより奨励金を交付する。 

（対象労働者） 

第３条 奨励金の対象労働者は、対象事業主がトライアル雇用をした本市に住所を

有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 国制度であるトライアル雇用奨励金の雇用対象労働者となる者 

(2) 国制度である障害者トライアル雇用奨励金（障害者短時間トライアル雇用奨

励金を除く。）の雇用対象労働者となる者 

（対象事業主） 

第４条 対象事業主は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 本市に事業所等を有し、市税の滞納がない事業主 

(2) 雇用保険適用事業所の事業主 

（奨励金の交付額等） 

第５条 奨励金の交付対象となる期間（以下「対象期間」という。）は、対象労働

者のトライアル雇用を開始した日から起算して３か月を経過する日までを限度と

する。 

２ 奨励金の交付額は、対象労働者１人につき月額４万円を限度とする。 
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３ 対象労働者が第１項に規定する対象期間内に自己の都合により離職等をした場

合において、就業日数が１か月に満たないとき、又はトライアル雇用を開始した

日から起算した１か月を単位とする月の中途において離職等をしたときは、当該

１か月に満たない月又は当該月の中途において離職等をした月については、奨励

金は交付しないものとする。 

（交付申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小山市

トライアル雇用奨励金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添

えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 国の発行するトライアル雇用奨励金支給決定通知書又は障害者トライアル

雇用奨励金支給決定通知書の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、前項第１号に掲げる書類の発行日の属する月の翌月の末日まで

に行わなければならない。 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励

金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する奨励金の交付の可否の決定に当たり、申請者の同意の

上で、市税の納付状況等についての調査を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定により奨励金の交付の可否を決定したときは、小山市ト

ライアル雇用奨励金交付決定通知書（様式第２号）又は小山市トライアル雇用奨

励金不交付決定通知書（様式第３号）により当該申請者にその旨を通知するもの

とし、奨励金の交付を決定した申請者（以下「交付決定者」という。）に対して

は、速やかに奨励金を交付するものとする。 

４ 奨励金の交付は、交付決定者が指定した金融機関の口座に振り込む方法により

行うものとする。 

（奨励金の返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたと認める者に

対し、当該奨励金の全部又は一部を返還させることができる。 
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（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年７月１日規程第４４号） 

この要綱は、平成２３年７月１日から施行し、同日以後にトライアル雇用を開始

した事業主について適用し、同日前にトライアル雇用を開始した事業主については、

なお従前の例による。 

附 則（平成２６年６月３日規程第２９号） 

この要綱は、公布の日から施行し、同日以後にトライアル雇用を開始した事業主

について適用し、同日前にトライアル雇用を開始した事業主については、なお従前

の例による。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

 


